
　職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　２３年　３月　１８日　～　平成２６年　３月　１７日

２．内容

目標１： 職員全員が年次有休休暇の取得を目指す。

例えば１月当たりの公休日数が８日の場合は、１日有休取得し９日休めるようにする。

<　対策　>

●平成　２３年　７月～　年次有休休暇の取得状況を把握する

●平成　２３年　８月～　各部署において年次有休休暇の取得計画を策定する

●平成　２３年　８月～　院内広報誌などでお知らせする

目標２： 子どもが保護者である職員の働いているところを実際に見ることができる

「子ども参観日」を平成　２３年　９月までに実施する。

<　対策　>

●平成　２４年　６月～　検討会の設置

●平成　２４年　７月～　院内広報誌などによる職員への参観日実施についての周知

●平成　２４年　８月～　参観日の実施、職員へのアンケート調査、次回に向けての検討　
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